
葛飾区子どもの権利委員会設置要綱 
 

令 和 ６ 年 ９ 月 ６ 日 

６葛子子第 1000 号 

 区 長 決 裁 

 

（設 置） 

第１条 葛飾区子どもの権利条例（令和５年葛飾区条例第 56 号）の基本理念に

基づき、子どもの権利保障を推進することを目的に、子どもの権利に関する施

策の充実を図るとともに、子どもの権利保障の状況等を検証するため、葛飾区

子どもの権利委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について、検証するものとする。 

 ⑴ 子どもの権利の保障の状況に関すること 

 ⑵ 子どもの権利に関わる施策に関すること 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、葛飾区長（以下「区長」という。）が必要と

認める事項 

 

（組 織） 

第３条 委員会は、委員 12 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する。 

⑴ 人権、福祉、教育その他子どもの権利に関する分野において学識経験のあ

る者 

⑵ 人権、福祉、教育その他子どもの権利に関する関係機関、団体等に属する

者 

⑶ 前２号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者 

 

（委員の任期） 

第４条 委員会の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の構成

員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長は第３条第２項第１号に掲げる者のうちから区長が指名し、副委員

長は互選によりこれを定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

 

（会 議） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 委員会の会議は、公開とする。ただし、次に掲げる場合に該当するとき

は、非公開とする。 

⑴ 葛飾区情報公開条例（平成４年葛飾区条例第 30 号）第９条各号のいずれ

かに該当する情報が含まれる事項について検証するとき。 

⑵ 前号に掲げる場合のほか、委員長が必要と認めるとき。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、必要な協力を

求めることができる。 

５ 委員長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。 

 

（庶 務） 

第７条 委員会の庶務は、子育て支援部子育て政策課において処理する。 

 

（秘密保持義務） 

第８条 委員は、正当な理由なく、委員会の審議において知り得た秘密を漏らし

てはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 

（委 任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事

項は、子育て支援部長が別に定める。 
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付 則 

この要綱は、令和６年９月６日から施行する。 
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